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１ 目的 

この実施要領は、「安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」に基づ

き、安曇野市（以下「本市」という。）の「安曇野市「地域クラブ」運営業務委託実証事

業業務委託」について、豊富な情報、知識、経験を有した業務遂行能力の高い優秀な受

託事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式により参加者に企画提案を求め、審

査することについて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 業務名 

安曇野市「地域クラブ」運営業務委託実証事業業務委託 

 

３ 業務内容 

   別紙「安曇野市「地域クラブ」運営業務委託実証事業業務委託仕様書」（以下「仕様

書」という。）を参照のこと。 

 

４ 審査内容 

提案は、「安曇野市「地域クラブ」運営業務委託実証事業業務委託公募型プロポーザ

ル審査要領」（以下「審査要領」という。）により審査を行う。 

 

５ 契約期間 

契約日から令和８年 10 月 31 日まで 

 

６ 提案上限金額 

提案上限金額は 5,000,000 円（消費税及び地方消費税別途）とする 

 

７ 日程 

本プロポーザルの主な日程は次のとおりとする。 

令和８年２月 24 日（火） 参加申込書受付開始 

令和８年３月３日（火） 質問書の提出期限 

令和８年３月６日（金） 質問書への最終回答日 

令和８年３月 10 日（火） 参加申込書提出期限 

令和８年３月 13 日（金）まで 参加申込結果の通知 

令和８年３月 18 日（水） 提案書提出期限 

令和８年３月中旬 プレゼンテーション開催案内通知 

令和８年３月 26 日（木） プレゼンテーション及び審査 
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令和８年３月下旬 審査結果通知 

令和８年４月 契約締結 

 

８ 参加資格 

本プロポーザルに参加申込みできる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２） 安曇野市暴力団排除条例（平成 24 年安曇野市条例第３号）第２条第３号に規定

する暴力団員又は同条例第７条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

（３） 本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。ただし、名簿に登録されていな

い者であって、下記の書類を提出し、参加資格が認められたときは、この限りでない。 

※ 入札参加資格者名簿に登録されていない者の書類 

① 登記事項証明書（履歴事項全部証明書。写し可）  １部 

書類到着日から 90 日以内に発行されたもの 

② 印鑑証明書（写し可）   １部 

書類到着日から 90 日以内に発行されたもの 

（４） 参加申込期限において、本市から入札参加資格停止の措置を受けていない者であ

ること。 

（５） 他自治体において、部活動の地域展開に関する支援業務（地域クラブ活動支援、地

域クラブ化支援等）の実績を有する者であること。 

 

９ 参加申込書等の提出に関する事項 

（１） 提出期限 令和８年３月 10 日（火） 正午（必着） 

（２） 提出先 「16 担当部署」に記載のとおり 

（３） 提出書類 

① 参加申込書（様式第１号）         1 部 

② 会社概要が分かる資料（任意様式）       1 部 

③ 業務実績確認書（様式第２号）                  １部 

④ 入札参加資格者名簿に登録されていない者の書類      1 部 

「８ 参加資格（３）」に掲げる提出書類 

（４） 提出方法 持参又は郵送（簡易書留による） 

（５） 注意事項 

① 提出期限までに参加申込書の提出がない場合は、提案の意思がないものとみなす。 

② 参加申込書提出後に辞退する場合は、「参加辞退届」（様式第３号）を提出するこ

と。 

③ 提出書類は返却しない。 
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④ 提出した書類の差し替えや再提出は、本市から指示があった場合を除き認めない。 

⑤ 配達の遅延などの不都合により期限内に提出できなかった場合においても提出

期限の延長等の特別な措置は行わない。また、消印有効ではなく、期限内に書面

が到着すること。 

⑥ 「８ 参加資格」に定める参加資格要件等に基づき、教育部学校教育課において

参加申込書等の審査を行い、令和８年３月 13 日（金）までに事業者宛参加資格審

査の結果を通知する。この場合において参加資格に満たないと判断された者は、

市長に対し通知日の翌日から５日（休日は含まない。）の間にその理由について書

面により説明を求めることができる。市長は、参加資格が満たないと判断した理

由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から５日（休日

は含まない。）以内に説明を求めた者に対して、文書で回答するものとする。なお、

内容に応じて、別途定める「安曇野市「地域クラブ」運営業務委託実証事業業務

委託審査委員会」に諮ったうえで参加者を決定する場合がある。 

 

10 質問書の提出に関する事項 

（１） 提出期限 令和８年３月３日（火） 正午（必着） 

（２） 提出先  「16 担当部署」に記載のとおり 

（３） 提出書類 質問書（様式第４号） 

（４） 提出方法 電子メール(宛先: gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp) 

※提出時の電子メールの件名は「【社名】（質問書）安曇野市「地域

クラブ」運営業務委託実証事業業務委託公募型プロポーザル」とす

ること。 

（５） 質問書に対する回答 

回答方法  令和８年３月６日（金）までに、本市ホームページ上に回答を公開

する。 

（ただし、質問内容によっては期日までに回答できない場合もある。） 

（６） 注意事項 

① メール本文には質問内容を記述せず、質問書（様式第４号）に内容を記載するこ

と。 

② 電子メール送信後、質問者から本市担当者へ電話にて受信確認を行うこと。 

③ 質問の趣旨について、本市担当者から問合せを行う場合がある。 

④ 回答に関する再質問も、「（１）提出期限」の期日までとする。 

⑤ 提出期限以降の質問は受け付けない。 

⑥ 回答に併せて、補足説明等を通知することがある。 

 

mailto:gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp
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11 提案書等の提出に関する事項 

（１） 提案書の体裁は、Ａ４判又はＡ３判折り込みとする。書式及び縦横は自由とし、紙

媒体で指定の部数を提出するとともに、CD-R 等の電子媒体で 1部提出すること。 

（２） 電子媒体のファイル形式は、原則として Word、Excel、PowerPoint、PDF のいずれ

かとすること。 

（３） 提案書の構成は、最初に基本項目として会社概要、業務実績の概要を記載し、以降

は仕様書に沿って作成すること。 

① 提出期限 令和８年３月 18 日（水） 正午（必着） 

② 提出先 「16 担当部署」に記載のとおり 

③ 提出物及び部数 

(ア) 提案書（紙媒体）（様式任意）      10 部 

(イ) 提案書（電子媒体）     1 部 

(ウ) 見積書（紙媒体）（様式第５号）        1 部 

（４） 提出方法 持参又は郵送（簡易書留による） 

（５） 注意事項 

① 提出書類は返却しない。 

② 提出書類の差し替えや再提出は、本市から指示があった場合を除き認めない。 

③ 配達の遅延などの不都合により期限内に提出できなかった場合においても提出

期限の延長等の特別な措置は行わない。また、消印有効ではなく、期限内に書面

が到着すること。 

（６）見積書について 

① 消費税及び地方消費税を含まない金額で記載すること。 

② 見積書の金額が「６ 提案上限金額」を上回っている場合は失格とする。 

 

12 プレゼンテーションに関する事項 

（１） プレゼンテーション開催案内通知 

令和８年３月中旬に、プロポーザル参加者にプレゼンテーション集合場所及びプレ

ゼンテーション集合時刻等について通知する。 

（２） プレゼンテーション実施日等 

① 実施日  令和８年３月 26 日（木） 

② 場所    安曇野市役所 本庁舎 

③ 持ち時間 持ち時間は 45 分とし、内訳は下記のとおりとする。 

・準備                   ５分 

・プレゼンテーション     20 分 

・質疑応答               20 分 

④ 実施方法  

(ア) プレゼンテーションは提出された提案書に沿って行うこととし、追加資料等
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の当日配布は本市から求めがあった場合を除き認めない。 

(イ) 使用する物品のうち、電源、モニター及び HDMI ケーブル以外のものは、各

事業者で用意すること。 

(ウ) 令和８年３月 23 日（月）正午までに、プレゼンテーションへの参加者を「プ

レゼンテーション出席者届（様式第６号）」により届け出ること。なお、参加者

の上限は４名とし、本業務に直接携わる主担当者が説明すること。 

(エ) プレゼンテーション時以外に質疑応答の機会は設けないため、審査委員から

の質疑に対し、その場で確実に回答できる者が参加すること。 

⑤ 注意事項 

(ア) 参加者が１者の場合は、１者であることを明かさずにプレゼンテーションを

実施する。 

(イ) プレゼンテーションの順番は、審査委員長の抽選により決定する。 

(ウ) プレゼンテーションを欠席した場合は失格とする。 

(エ) プレゼンテーションは非公開とする。 

(オ) 参加者による会場内での録音、録画は禁止とする。 

(カ) 参加者が多数となった場合は、実施日を分けて実施する。 

 

13 審査結果の公表 

本プロポーザルによる受託候補者決定における経過について、公平性及び透明性を高

めると共に説明責任を果たすため、以下によりプロポーザルの実施に関する情報につい

て公表するものとする。なお、受託候補者は、優先的に契約をすることができる者であ

り、契約そのものを保証するものではない。 

（１）公表する情報の範囲 

① 受託候補者名 

② 参加者得点表(受託候補者以外の参加者名は非公表とする。) 

（２）公表の方法は、本市ホームページにより行うものとする。 

 

14 契約及び支払い方法について 

（１） 契約の締結にあたっては、提案書による仕様の変更等を行う場合があるので、契

約書、仕様書等について、受託候補者と別途協議する。ただし、契約金額は、「６ 提

案上限金額」記載の見積金額の範囲内とする。 

（２） 契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上とする。 

    ただし、安曇野市財務規則(平成 17 年安曇野市規則第 39 号)第 124 条第３項各号

のいずれかに該当した場合には、その納付は免除する。なお、契約不履行の時は、免

除した相当額を徴収する。 

（３） 契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。 
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15 その他留意事項 

（１） 提案書等の作成及び提出並びに提案プレゼンテーション等に要する費用は、全て

提案者の負担とする。やむを得ない理由によりこのプロポーザルが中止された場合に

おいても、それまでに要した費用を本市に請求することはできない。 

（２） 選定経緯及び審査結果に対する異議、不服申立ては一切受け付けない。 

（３） 提出される全ての書類及び資料は、審査以外の目的には使用しない。 

（４） 次のいずれかに該当する場合は、審査の前後に関わらず参加者を失格とすること

がある。 

① 参加資格を満たしていない場合 

② 提出期限、提出先、提出方法が適合していない場合 

③ 参加資格に虚偽の記載が判明した場合 

 

16 担当部署（問合せ・書類提出先） 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地 

安曇野市教育委員会事務局 教育部 学校教育課 

担当：山浦、宮田 

電話：0263-71-2000（代）、0263-71-2460（直） 

E-mail：gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp 


